
千葉市点字図書費支給事業実施要綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、視覚障害児（者）に対し点字図書費を支給すること 

 により、点字図書による情報の入手を容易にし、もって視覚障害児（者） 

の福祉の増進に資することを目的とする。  

（支給対象者）  

第２条 点字図書費の支給を受けることができる者（以下「支給対象者」 

 という。）は、本市に住所を有する在宅の視覚障害児（者）で、主に情報  

の入手を点字によっているものとする。  

（支給対象の点字図書）  

第３条 支給を受けることができる点字図書は、月刊又は週刊等で発行さ  

れる雑誌を除くものとする。  

 （支給冊数） 

第４条 支給を受けることができる点字図書の冊数（以下「支給冊数」と 

 言う。）は、支給対象者１人１年度につき６タイトルまでとする。ただし、  

 ２４巻を限度とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、１タイトルで２４巻を超える点字図書の  

支給を受けようとする場合における支給冊数は、支給対象者１人１年度  

につき１タイトルに限るものとする。  

（出版施設）  

第５条 点字図書費を支給することができる出版施設（以下「出版施設」  

 という。）は、市長が別に定めるものとする。  

 （登録の申請等） 

第６条 点字図書費の支給を受けようとする者（これを現に扶養している  

 者を含む。）は、点字図書費支給事業登録申請書（様式第１号）を提出し  

 て市長に登録の申請をしなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、  

 当該申請者を支給対象者として適当と認めたときは、その者を点字図書  

 費支給台帳（様式第２号。以下「支給台帳」という。）に記載して登録す  

 るものとする。  



 （支給の申請等）  

第７条 前条の規定により登録を受けた者は、点字図書費の支給を受けよ 

 うとするときは、出版施設から支給を受けようとする点字図書に係る点  

 字図書発行証明書（様式第３号。以下「発行証明書」という。）の発行を  

 受けた後、点字図書費支給申請書（様式第４号）に当該発行証明書を添  

 えて提出し、市長に申請しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、 

 適当と認めたときは、支給台帳に必要な事項を記載するとともに、当該  

 発行証明書に押印し、当該申請者に交付するものとする。  

３ 前項の規定により証明書の交付を受けた者は、証明書に支給を受けよ 

うとする点字図書を一般図書として購入した場合の購入価格に相当する  

金額（以下「自己負担額」という。）を添えて当該証明書を発行した出版  

施設に申し込み、当該点字図書費の支給を受けるものとする。 

４ 前項の規定により点字図書を発行した出版施設は、当該点字図書の価  

 格から自己負担額を減じて得た金額（以下「公費負担額」という。）を市  

長に請求するものとする。  

５ 市長は、前項の規定による請求を受けた場合において、その内容を適  

 当と認めたときは、公費負担額を当該出版施設に支払うものとする。  

 

   附 則 

 この要綱は、平成４年９月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成６年９月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。  

附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製され

た用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。  



２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製され

た用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。  



 



 



 



 


